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結 果  協定書第１項及び第３項に瀬の海の操業の禁止を追記し、第４項の入会の区域を

稲取埼正東線以北に変更し、第５項に誓約書の遵守を追記することとなった。また、

協定の有効期間は３年。締結日は協議会開催日である令和６年７月５日とする。な

お、主催県の入れ替わりに伴い、条文の入替えを行う。新たな協定書は静岡県で作

成、両海区会長、静岡県水産資源課長、神奈川県水産課長が押印する。  



２ 千葉・神奈川連合海区漁業調整委員会協議会  開催結果概要  

 

日 時  令和６年７月 16 日（火）14 時から  

場 所  横浜市中区海岸通１－１  波止場会館１階多目的ホール  

出席者   

所 属 職 名 氏 名 

千葉海区漁業調整委員会 

会 長 石井 春人 

会長代理 鈴木 直一 

委 員 松本 ぬい子 

千葉海区漁業調整委員会事務局 
副技監 信太 雅博 

副主査 高山 雄彦 

千葉県農林水産部水産局水産課 

課 長 宮嶋 義行 

漁船漁業班長 篠原 徹 

副主査 中川 雄太 

千葉県館山水産事務所 所 長 山田 創一 

神奈川海区漁業調整委員会 

会 長 櫻本 和美 

委 員 小菅 君明 

委 員 小山 雄輔 

神奈川海区漁業調整委員会事務局 
事務局長代理 荒井 顕 

主 事 竹村 美紀 

神奈川県環境農政局農水産部水産課 

水産振興担当課長 原 日出夫 

グループリーダー 照井 方舟 

副技幹 相澤 康 

技 師 野口 遥平 

 

結 果  現行の協定の内容で更新することとなった。また、協定の有効期間は３年。締結

日は協議会開催日である令和６年７月 16 日とする。新たな協定書は神奈川県で作

成、両海区会長、千葉県水産課長、神奈川県水産課長が押印する。  

 


